
令和2年度

れています。令和2年度高畠町一般会計予算における社会保障関連施策経費への充当状況については、下記のとおりと

なります。

【歳入】地方消費税交付金（社会保障財源化分）

【歳出】地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた社会保障施策に要する経費

（単位：千円）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業の一般財源の比率に応じて充当しています。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の予算額は、過去の実績に基づき按分して積算しています。

1,513,105
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合　　　計 3,485,810 1,637,162 77,400 74,388 183,755

156,161 6,661 0 25,891 13,386 110,223

母子保健事業 32,441 3,213 0 465 3,115

108,339 1,470 0 25,395 8,823 72,651

876,346

保健衛生

保健衛生事業 15,381 1,978 0 31 1,448 11,924

疾病予防対策事業

小計 1,193,361 210,590 0 0 106,425

25,648

小計

366,817 47,741 0 0 34,553 284,523

介護保険事業 444,166 15,015 0 0 46,473

191,457 79,867 0 0 12,084 99,506

526,536

社会保険

福祉医療事業 190,921 67,967 0 0 13,315 109,639

国民健康保険事業

小計 2,136,288 1,419,911 77,400 48,497 63,944

382,678

後期高齢者医療事業

112,327

児童福祉事業 1,443,930 1,047,801 20,500 33,521 37,047 305,061

障がい者福祉事業 486,782 360,801 0 12 13,642

161,755 4,058 56,900 14,521 9,343 76,933

その他

社会福祉

社会福祉事業 43,821 7,251 0 443 3,912 32,215

老人福祉事業

区分 事業名
令和2年度
予算額

財源内訳

特定財源 一般財源

国・県
支出金

地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障
財源化分）

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

平成26年4月1日より消費税（国・地方）は5％から8％に、令和元年10月1日より8％から10％に引き上げられて

おり、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとさ

183,755 千円

3,485,810 千円


